
○糸島市地形変更の規制に関する条例施行規則 

平成22年１月１日 

規則第155号 

改正 平成26年３月31日規則第50号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、糸島市地形変更の規制に関する条例（平成22年糸島市条例第140号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（事前協議） 

第２条 事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業について、条例第６条の規定によ

る同意を受けようとする事業主は、当該同意の申請前に、市長に協議しなければならな

い。 

（説明会の開催） 

第３条 条例第６条に規定する同意を受けようとする事業主は、当該協議の前に、事業の

内容について工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るため、関係地域内において

説明会の開催に努めなければならない。 

（事業の同意申請） 

第４条 条例第６条の規定による同意を受けようとする事業主は、糸島市地形変更の規制

に関する同意申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類及び図面のうち市長が必要と認

めるものを添えて申請しなければならない。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 登記事項証明書及び公図の写し 

(3) 土地所有者との地形変更に関する契約書又は土地所有者の施工同意書（土地所有者

が事業主の場合は不要） 

(4) 事業主の印鑑登録証明書（事業主が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書） 

(5) 位置図 

(6) 土砂等の搬入経路図 

(7) 現況平面図及び縦横断面図 

(8) 計画平面図及び縦横断面図、土留図 

(9) 現況排水平面図及び縦横断面図 

(10) 計画排水平面図及び縦横断面図、構造図 

(11) 調整池平面図及び構造図 

(12) 流量計算書 

(13) 放流許可書の写し 

(14) 道路及び水路境界確定図の写し 

(15) 道路及び水路占用許可書の写し 

(16) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 



（平26規則50・一部改正） 

（同意等の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を糸島市開発審査

会規程（平成22年糸島市告示第130号）第１条に規定する糸島市開発審査会に諮り、同意

又は不同意の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の規定により同意又は不同意を決定したときは、糸島市地形変更の規制

に関する同意（不同意）書（様式第３号）により事業主に通知するものとする。 

（事業変更の同意申請） 

第６条 条例第７条第１項の規定により事業内容の変更の同意を受けようとする事業主は、

糸島市地形変更の規制に関する変更同意申請書（様式第４号）にその内容を示す第４条

各号に掲げる書類及び図面のうち市長が必要と認めるものを添えて、申請しなければな

らない。 

２ 前項の同意又は不同意の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、

同条第２項中「糸島市地形変更の規制に関する同意（不同意）書（様式第３号）」とあ

るのは、「糸島市地形変更の規制に関する変更同意（不同意）書（様式第５号）」と読

み替えるものとする。 

（平26規則50・一部改正） 

（変更の同意を要しない軽微な事項） 

第７条 条例第７条第１項ただし書に規定する軽微な事項の変更は、次に掲げるとおりと

する。 

(1) 事業主の氏名又は名称の変更 

(2) 事業主の住所又は主たる事務所の所在地の変更 

(3) 事業主が法人である場合にあっては、その代表者の氏名の変更 

(4) 事業の同意を受けた工事施工期間の変更で、その日数が同意を受けた日数の10分の

１を超えないもの 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの 

２ 条例第７条第２項に規定する届出は、糸島市地形変更の規制に関する変更届出書（様

式第６号）により行うものとする。 

（平26規則50・全改） 

（地位の承継） 

第８条 条例第10条第２項に規定する届出は、事業主の地位を承継したことを証する書面

を添えて、糸島市地形変更の規制に関する地位承継届出書（様式第７号）により行うも

のとする。 

（平26規則50・全改） 

（着手届） 

第９条 条例第11条に規定する届出は、糸島市地形変更の規制に関する事業着手届出書（様



式第８号）により行うものとする。 

（平26規則50・追加） 

（標識） 

第10条 条例第13条第１項に規定する標識は、事業表示板（様式第９号）及び危険防止表

示板（様式第10号）とする。 

（平26規則50・旧第９条繰下・一部改正） 

（報告） 

第11条 条例第15条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。 

（平26規則50・旧第10条繰下・一部改正） 

（身分証明書） 

第12条 条例第16条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書（様式第11

号）とする。 

（平26規則50・旧第11条繰下・一部改正） 

（公表の方法） 

第13条 条例第17条第２項の規定による公表は、広報への掲載その他の方法により行うも

のとする。 

（平26規則50・旧第12条繰下・一部改正） 

（完了の届出） 

第14条 条例第６条又は条例第７条第１項の同意を受けた事業主は、当該同意に係る事業

を完了したときは、事業完了後10日以内に、糸島市地形変更の規制に関する完了報告書

（様式第12号）により市長に届け出なければならない。 

（平26規則50・旧第13条繰下・一部改正） 

（書類及び図面の提出部数） 

第15条 第４条及び第６条第１項の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、２部

とする。 

（平26規則50・旧第14条繰下） 

（補則） 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平26規則50・旧第15条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の二丈町土砂等による土地の埋立て等の規

制に関する条例施行規則（平成５年二丈町規則第10号）又は志摩町環境保全条例施行規

則（平成９年志摩町規則第13号）の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それ



ぞれこの規則の相当規定によりされたものとみなす。 

附 則（平成26年３月31日規則第50号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

（平26規則50・一部改正） 

様式第２号（第４条関係） 

（平26規則50・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

（平26規則50・一部改正） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

（平26規則50・全改） 

様式第７号（第８条関係） 

（平26規則50・追加） 

様式第８号（第９条関係） 

（平26規則50・追加） 

様式第９号（第10条関係） 

（平26規則50・旧様式第７号繰下・一部改正） 

様式第10号（第10条関係） 

（平26規則50・旧様式第８号繰下・一部改正） 

様式第11号（第12条関係） 

（平26規則50・旧様式第９号繰下・一部改正） 

様式第12号（第14条関係） 

（平26規則50・旧様式第10号繰下・一部改正） 

 


